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江戸時代 、 高倉家に お け る

裁衣尺 の 扱 わ れ方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今村 豁 子
illllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllll田IIIIIIilllHlllllllMllllllllllllllllllll川lllll川1111111111111111111111111111111111111Mllllll川illlllllillllllllllllllllllllllM膊llllllllllllll

1 ．は じめ に

　 日本 の 裁 衣 尺 は ， 唐 の 大尺 を祖 型 とす る曲尺 が

正統 尺 で あ っ た が，室 町時 代頃 に 曲尺 1 尺 2寸 を

1 尺 とす る 呉服尺 が 現わ れ ， 続 い て 同 1 尺 2 寸 5

分 を 1 尺 とす る鯨尺が 出現 した と謂わ れ て い る。

鯨尺 は幕末頃 まで には 関西 か ら関東辺 りまで拡 ま

り明治 度制 に よ っ て 布帛尺 として公 認 され た 。 昭

和 34年 （1959） 1 月以 降 ， 計量法 に よ っ て メー
ト

ル 法 に 統
一

された が ， 永六 輔氏の 活躍に よ り現在

は 鯨尺相 当 目盛の 併用 が 認め られて い る。

　鯨尺 は和 服 に よ く馴染 んで い る尺 度で あ るの で ，

か ね てか らそ の 歴 史 を探 っ て み た い と考 えて い た

と こ ろ，ある出版社企 画の 高倉家 に伝承 され る公

家文化 を識 る研 究会に お い て ，会場に展示 され た

史料 の 中に 「元禄 12己
り卩年 9 月 3 日　 公

1
方様御 ひ た

た れ　か ね さ し寸尺 」の 墨 書文 字 の ある雛 形 をみ

つ け ，
こ れ が ご 縁 とな っ て高倉家伝来 の 史料 を拝

見で きる こ とにな っ た の で あ る。

　高倉家は 山科家 と ともに衣 紋道 を家職 と して 宮

中に 出仕 し，装束の 着装 と調進 の 御 用に 当られ た

公家 の お家で ある。元和 9年 （1623）徳川 家光 の

三 代 将 軍宣下 の 衣 紋 を高倉流 14代高倉永慶が 奉仕

して ， それ 以 来 ， 武 家方 は高倉家が と りしき る こ

と とな り， 宮中に あ っ て は 天 皇家 をは じめ 院御所

（上 皇） の 御用 をも承 っ て い た の で ある 。 明治 に

は い っ て 装束調進 の 御 用 は宮内省 の 手に移 っ たが

着装 の こ と は 現 在 ま で 連綿 と続 い て い る の で あ る。

　高倉家 に は 家職 を継承す る た め に代 々 の 当主が

書 き留め られ た 記録が 多数遺 さ れ て お り， 装束 を

調進す る た め の 「調進文書」 の 中に 「寸 法留書」

が ある 。

　 「寸法留書」に は尺 度の 種類 を指定す る文字が

見える の で ， 高倉家 に お ける裁衣尺 の 移 り変 りを

辿 る こ と が で きるの で あ る。

2 ．高倉家の 史料か ら

　 　 すんぽ うと ど め カtき

2 ．1 寸法 留 書

　宮中や 将軍家 ・武家方など の 御用 に応 じて装束

を調進す るに 当 り， 後 々 の ため に ， 織 質 ・色 目 ・

寸 法な どを書 き留め られ た文書が 「調 進文 書」で

あ るが，そ の 中の 寸 法 を示 された もの が 「寸法留

書」で ある 。

　延 宝 4 年 （1676）か ら慶応 4 年 （1868＞に 至 る

約 200年 間 ， 25件の 「寸法留書」を拜見す る こ とが

で きた。それ を年 代川頁に 並 べ た もの が 次 頁の
一

覧

表 で あ る。

　現在判 っ て い る高倉家 の 江戸時代 にお ける最 も

古 い 「寸法留書」 は 延 宝 4 年 （1676） の もの で あ

る 。

　延 宝 4 年 の もの は呉服 指 と金指 とあ り ， 衣 服 1

つ につ い て使用 され る尺度の 種 類は 1 種類で ある 。

　延 宝 5 年 （1677）の もの は，衣服 1 つ につ い て

使用 され る尺度 の 種類が 1種類 の もの と， 2 種類

の もの とあ る 。

　表袴 は 2 種類で あ り裁 目 ， 布 幅 ， 仕 立 の 幅 に 鯨

を使用 し， 仕 立 の 長 ヶ に 金 を使用 して い る 。

　小 随 身は鯨 1 種 類で あ る の に ， その 下 に 着用す

る指貫 は ク ジラサ シ と但 し書が あ る に もか か わ ら

ず ， 長 サ に 金 が使用 され て い る 。 長 ヶ に お い て は

鯨で示 した もの を金 に 換 算 し直 して い る 。
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寸法 留書一覧 表 （高倉家 史 料 ）

尺　 度 種　 類 の 　 但 し　 書
表 中 用 語 解 説作 成 年 西 暦 年 着　 用 　 者 装 束 腫 類

縫 　立 裁　 日 布 　 幅 紐 箱 そ の 他

松 平 伊 豫 守 縫立 一仕・1こ上 ト｝†法

延 宝 4年 1676
備 前侍従 　綱政

指　　　 貫 呉 呉
のいF．て　　　．　厂匸A”
裁 目

＝裁切 リ ケ法F：「　向　　　，「．　｝
呉一呉服指

厂r　 　　 IP 〃 佐 竹 徳 耐 丸 童　水 　 干 金
金
；

金 指i F．．．’
松 平 陸 奥 守 鯨 一鯨 指

仙 台 少 将 綱 基

表 　　 　 袴 企
・
鯨 鯨 鯨

無〔鯨 1忍但 し占き が 無 くて

延 宝 5 年 ユ677 鯨尺 で 示 さ れ て いる

家　 来 ｛雀
1

粗
　 鯨

金
・
鯨

　 　 もの

鰍1跨 の 裾 ［1に1醐 樋

霊　 兀 　天 　 申 御束帯一式 鯨
して 締め る よ うに し

貞 享 3 年 1696 た 八 布 の袴
女　　　官 装 束　

・
式 鯨

　甲　　’旨
衣冠

・
狩 衣

・
直衣 の

元 禄 ［2年 1699 徳　 月1 綱 　 古 御 　 直．］ri 金 雛 　 形 とき 着用

一一
東　 山 　 天 　 皇 御 衷帯

一
式 鯨

小随身＝私設警固 入の こ と印．　可」　LA

宝永 5 年 1706 小随身 の 着る装束 も

女　　 　 官 装 束
一

式 鯨
小 随 身 と ム う．狩衣h内

宝永 6 年 1709 女　 　 　官 装 束
一

式 鯨 の よ うで 丈短か く布

職　 仁　 親　 王 御　半 　 尻 鯨
嘛 ｝製裏な L。袴は

享 保 2 年 1717 鯨 八 循、六 命、四 布の

（霊 元 院御 子 ） 御　　　袴 鯨
場合 が あ る ．一

享 保 12年 1727 尾 州 中 納 需

御装 束
．．

式

御 　表 　 袴

鯨

鯨

鯨

呉

金｛
　 睾緒

　 石 笛 の 紐
紋型 （金）
1：
膜様の こ と

竜水
．
トー 少 年 の 着る 水

：F尸．闢．τL　o践
表 袴 ＝礼服 ・束帯着用 の 際1阜．．冊，　　　・尸．．

に 用 い る四布 め 袴

御　 直　 乖 鯨 金畴 紐

束帯二晴 の 儀式に 着用す るぐ｛．F．L
享保 13年 1728 紀 り

・1．［中 納 言 御 大 帷 f． 鯨 i巨装

御　　 　 裾 鯨
冠 ・袍 ・

下 襲 ・袙 ・
　1屋．脚　　1「．75r」　　ゐヒ“

中　 篤　 親　 王 御法衣 ．．
式 鯨

里
鹽
繍

’
杰日

’
桧

扇 ・帖祇吐　と　1
享保 ユ8年 1733 〔中御門天 皇 法衣 の 裳 〔付紙 〕 狩衣二上馴 盤領 L欠腋（闘鮎．．．ごr1　　Ar｛ロ　　　　　　　　r．てあ

御千 ） 呉
腋） の 公家 の 常服

女 官の 装 束 ＝
女官の 晴装朿

寛延 4 年 1751 桃 　 園 　 天 　 皇 御 衷帯
一・

式 無 〔鯨 ）
唐 衣 ・表着 ・打．衣 ・
り．」．どr」　　．1r幽曄　　　路喜お

明 和 7 年 1770 後 桜 町 天 皇 御装束箱 他 金 衣
・
單
・
袴
・
裳等

o’・　　y：广　　旨随1　　　し
明 和 8 年 1771 女　 　 　官 装 束

一．
式 鯨

半尻二狩 衣 の 後 裾の 鮒 い も1層ん　L．．
の ，親土 ・攝家 の 歳

寛政 元 年 1789 後 　 桜 　町
．

院
御　 小　 褂 無 〔鯨 ）

に 用 い られた 。
御　　 　 單 無 〔鯨 1 大帷子

i夏 の 暑 さ を避け る掃P向’厂．L厄．

文化 ／4年 1817 光 　　 格　 　 院 御 小 直 衣 無 （鯨 ） 金〔御袖 結
た め に 束 帯の

．
卜襲 と

畢 の 袖 口 と襟を晒 の

文政 6 年 1823 徳　 川　 家　 斉 御 　　 　 衣 鯨 i 雛 形図
胴に つ け た もの 。

徳　 月1 家　祥 御 　 元 　 服 法衣 ＝鈍色 ・直綴 ・素納 ・
文政 11年 1828

　　　　　哩，
（後の 13代家定 ｝ 装束

一．
式

鯨 i ζ 」糎　　耳5‘「　　　ぐ　11ん
袈裟 ・自袴 ・指 員 ・
b　き　旧
等

天 保 4 年 183ヨ 鷹　 司　政　道 御　　 　 袍 鯨 ノ］、惟卜一普通の ，圭トよ　リ　！j冒形 1こ：　．「．，
蓁 子 内 親 モ 御　　 　 單 無 （鯨 ） 仕 ド厂二て る も の 。

天 保 7 年 1836 も1脚
　 　 1欽　 宮 〉

小直衣二狩衣 の 裾に 欄 の つ‘　丙．1　L
3：燕 、

い た もの 止 皐 ・高位

天 保 lo 年 1839 〔光 格天 阜御子 ） 御　 小　 褂 無 （鯨 〕
公 氛 〔五 攝家 1の 方 の

御　 衣　 冠 金
／指 頁の 闊 乱 腰立 系

常 の 月匿。一般公家 の

安政 5 年 185B

御　 直　 垂

無 （鯨｝ 　　1
鯨 儒 紐

金

腰板 （金 〉
狩衣に 相当す る もの ．

衣冠 ＝冠 ・袍 ・衣 ・
革
・指

徳 　 」II 家 　茂 御 下襲
・
御 裾

L．　”．漏
　 　 貫

・
下袴

元 治元年 1864 御 軍
・
御指 貴 無 〔鯨 〕 狩指一

衣 胃
金
・鯨 腰立糸 半臂 罰袍の 肩の 形 を と との」層兆　．’

御 　 　狩　 　衣 雛
え る た め の 袖 無 の ド

露括 具．今は 欠 腋の 袍 の

　 　3年
慶應

1867
明　 治　天 　 駐

御 元服 装束
無 （鯨 ）

睡
疏 金 伴 臂 の 忘緒 ときに着る。

4年 1868 一
式 糸
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延宝 4 年 　指 買 　呉服指 　写真 1

松
平
伊
豫
守

　
備

前
侍
従
綱
政

用

さ

し

ぬ

ま

　

ご

く

り

ね
ワ

　

　
　
　
よフ
う

ら

指
貫
　
括

練
グ

リ

四
打

た

け

　

　

　
　
　
　
　
あ

て

　

　

む

も

ん

あ

さ

ぎ

長

五
囗

八
L

ハ

士

宛
　
　

掘…
紋
浅
拙

貝

う

ら

　
　
ど

う

し

よ

こ

へ
い
げ

ん

　
　
ヒ

た

て

ヶ

メ

ぱ

う

裏
も
同

色

平
絹
　
仕

立

寸
法

　
　

　
　

　
　

　
み
な

ご

　
れ

く

佐
竹
殿

ノ
ニ

同
シ

　
皆
呉
服

ノ

ェリ
し

な

ロ

　

　

だ

け

　

　

　

　

　

　

　

　

　ド　
ヒ

指
也

　
長

三

尺

七

寸

腰
ノ

ケ

　
な

ロ

　

　
こ

しい
れ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

し

テ

也

　
腰
入

テ
ハ
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尺

几

寸
　
腰
ノ

仕
立
．

尺

五

分

　
マ

チ
ハ

．

尺
一

才

　
　
チ

き

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

ぐ

つ

　

ふ

く

ろ

めい

ア

イ

引
一

尺、
覧

寸

　
括
ノ

袋

縫

延 宝 5 年　指 貫　金
・
鯨指　写真 2

「

行

目
か

ら

こ

う
さ

し

む

き

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
に

ん

ヨ

え

同

指

貫

　
燗 ．
楓．
　
四

入

前

う

り
お

も

て

ニ
も

　

　
あ

か

　

　

こ

け

裏
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三

尺
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な

さ

　

　

ご　
い

れ

オ

　
腰
ノ

ケ

テ

也
　

腰

入

テ
ハ

一、一
尺

　

　
か

　

　

　じ
じ
　

　

　

　

　

か

ねペ
ド

九

寸

歟
　

腰
ノ

ケ

テ

金

指
二

　

　

　

　
な
リ

　

　

ユリへ
こ

し

一
ア
 

圏
n

尺
」

ハ

寸

也
　

　〜
剛

腰

ノ

廣
サ
一

尺
．

す

ク

ジ

ラ

　
同

　
　ヒ
　

ぱ

ぽ
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尺
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し
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ゆ
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金
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・
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縫
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縫
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苴ハ
ノ

外
ハ

絹
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二

縫脚

た

て

　

　

な

ウ

立

ル

也

　貞享 3 年 〔1686）か ら享保 18年 （1733）の 約 5e

年 間 は 「くじ らさ し〕と但 し書 きが 付 い て鯨 の 使

わ れ た 期間 で あ る が ， 3 ッ の 例外が あ る。

例 外 の 1

元禄 12年 公方様御 ひ た た れ ft．下 　雛形

例外 の 2

享 保 12年　尾州中納言　表袴

布 幅が 呉服指

　 「裏地 羽 二 重 の 幅 　呉服指 に て 1 尺 2 寸」 とあ

り、

表地 に つ い ては触れ て い ない
。

る。

「か ね さ し」　　「か ね さ し 寸尺」 の 文 字が 見え

比 禄 12年 　融綱 彡 　金指 　写真 3

　例外の 3

　享保 18年 　忠篤親王　御法 衣
一式 の 内

　御 法衣の 裳 の 訂正 付紙が 呉服指で あ る。

　御 法衣
一式 　クジ ラサ シ の 内「御裳 の 仕 必 ナ

’
法 」

に 付紙 が あ り，「此 の た び は御裳 の ひ だ 　 7 分 ほ ど

せ ば く
……但 しご ふ くざ し」 とある。
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　寛延 4 年 （1751）か ら天保 4 年 （1833）まで の

約80年 間は但 し書 きの 有 る もの と無 い もの が 混在

する。但 し書 きの 無 い もの の 尺 度 も， 次に示す理

由に よ り鯨 と推定で きる。

　寛延 4 年　 （寸法書き の 注釈 に依 り）

　 「當公 當時 御着用 御袴御腰立 ヨ 11 御 きび す迄寸

　尺之事 ……御腰立 ヨ リくしら二 而 1 尺 7 寸 3 分

　程 被召之 由
……

山科被示御 表 袴御 腰 立際 ヨ リ 1

　尺 7 寸 口 口格別 之 違 も口口御座殊 ハ 急之 事て ロ

　コ ……是 ヨ リ段 々 御成長之事 二 成之 間先此 度ハ

　調進急用 可然之由 被示 依之攝政 江 右 之 ワ ケ ヲ 以

　 テ申談処 彼公 二 茂 左様 尤之由當内儀 に も申會可

　置 由被示畢」

　 「兼 而 山 科三位様頼置 キ當公御 束帯寸 尺之 事口

　書付被越

　右 書付左之 通

　御 表袴

　御長　御腰立 際 ヨ リ 1尺 7 寸」 とあ り ， 注 釈文

と 寸 法書 の 寸法 と
一

致 す る の で 鯨で ある 。

　寛政 元年　 （鯨指 と但 し書 きの 有 る同種の 装束

　 と寸 法 の 数 字を比 較 ）

装束 名称 作 成年 身た け 身は ば 袖 た け 袖 は ば

與享 3年 5尺 7寸 工尺 5分 2尺 2寸 5分 1 尺

申．
寛政 元年 5尺 7寸 1尺 1分 2尺3 ・亅

．
5分 9

．・」
．
8分

　寸法 の 数字 が 同 じ又は近似 して い る の で 鯨 と推

定す る。

文 化 14年

御小 直衣 の 袖 に つ い て

御 た け　 2 尺

御 はば 　1 尺

御鰭袖 　8 寸 5分

（寸 法 の 数 字か ら）

同 　身頃 に つ い て

御 まへ 　 4尺 6 寸

御後　 　 3 尺 1 寸

御 は ば 　 1 尺 1 寸

　當時光格院 の 御年令は 47歳で あるの で 寸 法 の 数

字か ら鯨 と推定する 。

　天保 7 年 （1836）か ら慶応 4年 （1868） まで の

約 30年間に は 但 し書の 有 る も の は 見当 らず ， 鯨尺

に 統一されて い る 。

　以上，寸 法留書に 見 える 尺度種類 （縫立 ・裁 目・

布幅）を年代順に 辿 っ た の で ある が ， 金指 と着用

者 の 居住地 の 関係を見 る と次 の よ うに なる。

作成年 着 用 者 居住地 尺度種 類

延 宝 4 年 佐 竹 徳 鼓 丸 角　 館 金

延 宝 5 年 仙 台 少将 綱基 仙　 台 金 ・鯨

兀 禄12年 徳 川 網 吉 江 　 戸 金

　鯨尺 の 普 及 が 西 か ら東へ お よん だ とすれば ，東

北や 東 の 地方か ら金指 の 寸法が 届 い た と して も不

思 議 は無 く， 公方様の もの に つ い て は ， 江戸 で仕

立 て ら れ る よ うに 高倉家が 雛形に金指で 寸法 を書

き入れ て 江 戸へ 送 っ た とも考 えられ るの で あ る 。

　 したが っ て ， 高倉家 の 御用 場で も 3 種混用の 時

期が あ っ た として も相 当早 くか ら ， 装束 の 裁 ち縫

い に 鯨尺が 使わ れ て い た ように覗 える 。

　高倉家の 御用 場で 行 わ れ る装束の 裁ち縫 い は 鯨

尺 に統一
され た もの の ，御用場 の 外 の 職人 に よ っ

て作 られ る ， 装束 を収 納 する箱 ・檜扇 ・
笏 な ど に

は 金 尺 が 定着 して い る。

　紐類 も御用場 の外 の職 人の 手に 成 る の で 金 尺が

使 われ て い る が ，装束 に 直接附ける 一直垂 の 露紐 ，

袴 の 腰立糸一を鯨尺で示す もの が安 政 5年 と元治

元年 に現 われ た。こ れ は装 束 を測 る尺度 に合 わせ

る方が 計算が 容易 な た め で あ ろ う。

2．2　年代 不詳の 雛形

　紙 製 の 雛形で作成年が不明 で あ る。

　五 衣　打衣　単　の 付札が 附 され て い る。

　形態上 か ら推 測する と ， 下 前 身頃 か ら衿 を採 る

天保 15年 （1844）の 天保の 御再興以 前 の もの と思

われ る。

　衣 服 の 同
一個所 に 2 通 りの 寸法が 記入 されて い

る 。 数字の 大 きい 方が 朱書 き で 小 さ い 方 が墨書 き

で あ り， 付札 に 墨書鯨尺 寸法 と あ る 。

　墨書 1尺 ， 朱 書 1 尺 5 寸 4 分 の 袖幅寸法か ら次

の 結果 を得 た 。

　朱書 1尺 ＝ 鯨尺 6寸 5分 ＝ 曲尺 8寸 1分

　 曲尺 8 寸 1分 を 1 尺 とす る朱書 きの 尺度 は 唐の

小 尺 の 長 さ と
一

致 し ， 足袋用 の 文尺 と も考 えられ

る。

　小 尺 は唐で は僧衣 を つ くる の に使 われ た ら しく，

留学僧が唐か ら持ち帰 っ て ， 古 い 寺 々 に昔 は 小尺
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表 　 目盛　裏

高 倉豪 史料 ／内

平代不詳 の ひ な 形 「紙 製 1

の もの さ しが 在 っ た 。しか し， 何故，女性 の 装 束

に 小尺が使わ れ て い る の か 。そ の 謎解 きを試 み た 。

「内親王 が寺院には い られ て 門跡に なられる と仮

定す る 。 門跡に な ら れ て も髪 をお ろ され な い 場合 ，

また ，お 附きの 女富は寺院の 中で も生活様式は御

所風 で あ り，御 所に あが られ る とき に も褂 を召さ

れ る由 。 そ の こ と か ら装 束の 御馬 が あ っ て
， 寺院

に 在 っ た もの さ しで 装束 を測 り，そ の 寸 法 を い た

だ い た 高倉家で ， 御用場用 に 鯨 尺 に 換算 した 。 」と

考 えてみ たが，すべ て 推測で あ る 。 今後，調査研

究 をつ づ けて 解 明 した い と思 う。文尺 との 関係に

っ い て も同様で あ る 。

写真 4

日盛 図

9

．嚢

五 ∴
　　 薦　　　　　　　 罫

天 保 八 丁 酉年 秋　 御用場

黒NT印（長方形）

黒 押印　　 写真 5

巨

念佛尺

黒 押印図

手o．6〔
・m −，

X3 　 もの さ し

　 同質 同型の 鯨 2 尺 さ し　 2 本

　竹 製 （真竹 ＞　　 1尺 の 所 に 竹 グ）節が あ る、

　 長さ　75．91cm

　孀 　 　 3cm 　 　 　　 　 　 　 表 目 盛

　　　欄 翻：臨　欄藷
　長 さ に つ い て

　曲尺 1 尺 の 長 さが 汗戸 時代 と明 治以後 の もの と

の 間 に 差 を生 じた Q し た が っ て 曲尺 1尺 2 寸 5 分

を 1 尺 とす る鯨 尺に も差 を生 じ ， 江戸 時代の 鯨尺

よ 1り明 治 以後 の 鯨 尺 の 方 が ， ／尺 に つ き0 ．75mm

短 か くな っ た 。 天保 8 年 と墨書の ある 高倉家 の こ

の もの さ しの 長 さは ， 75．91cm で ある の で現 在 の

もの よ り1．5mm 長 い の で ある。

2．4　寸浤 留書に 見 え る 尺度の 呼 び方

　延宝 4 年 （1676）か ら文政 11年 （1828）まで は

金指 （かね さ し）呉服指 （ご ふ くさ し〉鯨指 〔く

じら さ し）「さ し」 又 は 「ざ し」

　天保 4 年 （1833） と年代不詳 の 雛形 の 縫 立 に 鯨

尺 ， 安政 5年 （1858）の 紐 に金尺 ， 鯨尺が 見之，

同 安政 5 年，元 治 元 年 （1864），慶 応 3 〜 4 年

〔1867〜68） の 腰板，紐 ， 忘緒は再 び金 指，鯨指

で あ る。

　現在 は 「か ね じゃ く」「くじら じ ゃ く」と呼 ん で

い る が
， 寸法留 書 に 見之る と こ ろ で は ，「か ね じゃ

くli 〈じら じ ゃ く」の 呼 び 方 の 方が 新 しい と思 わ

れ る 。
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2，5 寸法 留書 に 見 る 同一装束 の 呉服指 と鯨 指の

　　　　寸法の 数掌の 比較

装東種 類 尺 度種 類 作 成 年 長ケ 腰 入れて） 腰 ノ 広サ

指　貫 呉 服指 延 宝 4年 3尺 9 ・よ「 1尺 5分

厂厂 鯨 　指 延 宝 5 年 3 尺 9 ・J1 尺 1 寸

1厂 〃 享保 12年 3 尺 9 寸 1 尺 5 分

出　　 典 年　 代 幅 長 ケ 尺度種類

満佐須計装朿抄 1200年代 5分ばか l
！ 1尺余ばか り

高 倉 文 書
寛 政 3 年

U791 ）
5分 1 尺 7 分 鯨

明 和 5 年

〔1768）
裁 目2 寸

〔上 ト〕5分｝

1 尺 4 寸

職 剛 法！

文化 ユ3年
口816）

5分 1尺 7 分

呉服 指 と鯨尺 とに数 字の 差 はみ られ な い 。

3 ．寸法 留書 と文献 との 寸 法 の数 字の 比較

　3．1，3．2は鯨尺使用 の 上 限 を探 るた め の 試 みで

あ っ たが ， 目的は達せ られ なか っ た

　 　 したが さね　　きよなけ

3．1 下 襲の 裾丈

出　 　典 年　 代 寸　法 　　着 用 者 尺度種類

連 阿 11伝抄
ピ｛治 5 年　　　、
q366 ，

1丈 6尺 　 友 皇・上皐

装 束維 事抄
応永 6年

（1399）
1丈6尺 大 皇・大 臣

実 隆 装束 抄
大止 5 年

（1577）
1丈6尺 攝　 　 関

高 倉 文 書

〔寸法留書）

貞享 3 年

〔1686）
1丈 7尺 霊 元 天 皇3犲

鯨

宝水 5年
1：17D8 ）

1丈7尺 東 山緯 33オ 鯨

寛延 4 年
1：175111

丈 7尺 桃 園天 皇1ユ才
無 （鯨 ）

裾 の 長 さは ， 天皇 ， 上皇が 最 も長 く，位 が さが

る に つ れ て短か くな る定め で ある。時代 が さ が る

と裾丈は 伸 び る とは思 われ る もの の
， 鯨 尺 よ りも

短 か い 尺度が使 われ て い た筈 の 時代 よ り鯨尺 の 時

代 の 方が 数字が 大 きい の で ある 。

4 ．おわ りに

　高倉家伝来 の 史料か ら高倉家に お け る裁衣尺 の

扱 われ方 を見た の で ある が ，江戸時代 に は裁衣尺

は 曲 ・呉 ・鯨 の 3種 類が使 われて お 肌 正 統尺で

あ っ た 曲尺 は ， 装束 の 分 野 で は紋型 の 大 きさや，

収納の 箱 ・桧 扇 ・笏 な ど に 使用範囲 を限 られ た。

紐類 も曲尺が使用 され る が ，江戸時代末に は装束

に直接付 ける紐 に つ い て は鯨尺 を使用す る例が 現

われ た 。 鯨尺 よ り早 く出現 した と謂 わ れ る呉服尺

は 江戸時代 に も使わ れ たが ， 寸法留書 に現われ る

例は少 な く，鯨尺は 3種併用の 時期 を経て常用 化

され た。高倉家 の 御 用場で は相当早 くか ら装束の

裁 ち縫 い に 鯨尺 が使 われ た と思われる が 確か な年

代は まだ明 らか で な い 。今後 ， 他 の 史料か ら裁衣

尺 に つ い て の 研 究を深 め て い きた い と思 うの で あ

る。

　　　 　　　　　　 　　 （昭和62年 10月28 日記）

　 　 はさ　　 が tt

3．2　夾 　 形
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わ らわ

　夾形 と は ， 東宮 ・親王 ・五攝家 の 童が ， 童 昇殿

の ときに 髪に付 ける もの

　 「かね さ し」 と思 われ る時代 と鯨尺の 時代 と数

字 が同 じで あ る 。 使用 尺度 の 長 さ の 違 い は 仕上 り

の 大 き さ に 現 われ る が ， 伝 統 と して 数字 を等 しく

守 っ た の で あ ろ うか。
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                 Cloth Rules which  Family Takakura  used  in the Edo Era

                                                                   Hiroko Imamura

  Among  cloth  rules  in Japan,a carpenter's  rule  was  the regular  one  and  later cloth  rules called  a
"Gofukujaku"

 and  a 
"Kujirajaku"

 ef  lshaku  2sun 5bu long ,
 both being adopted  in a  private use,  were

brought into the world  around  the Muromachi  era,  the Kujirajaku spread  from the Kansai Province

to the vicinities of the Kantoh  Province  and  was  used  as  a cloth  rule  until it was  abolished  at  the end

of  1958 by the Measurement  Law.

  This article  is the report  of  my  investigation on  the cloth  rule  which  Family Takakura  used  in the

Edo  era  by  means  of  its historical rnaterials  for the ultimate  purpose  to clarify  the period and

provinces in which  the Kujimajaku was  in use,

  Family Takakura  was  one  of  the former  aristcratic  families, in charge  of making  clothes  which

Family  of  Emperor  or  Family  of  Shohgun had  on  the cerernonies  or  of  dressing them  in the  court.

Family Takakura  has kept a  gereat many  of  records  tili now  in order  to hand down  the family work

to the posterity without  failure.

  The  memorandum  for dimmensions called  
"Sunpoh

 Todomegaki",  gives us  the record  about  the

kinds ef  rules in use,  which  enables  us  to know  the transition of  rules. A  good  look at the above

Memorandum  according  to the period allows  us  to understand  the process how  colth  rules  had been

gradually unified  to the Kujirajaku through  the period when  three kinds of  rules,  early  carpenter's

rules,  Gofukujaku and  Kujirajaku, were  used  together,

  Judging from  addresses  of  dressers of  the clothes  and  rules  to be used,  Family  Takakura  seems  to

have adopted  Kujirajaku at earlier time. Even  if the Family unified  rules  for clothes  to Kujirajaku,

accessories  of  the clothes  had to be made  by craftsmen  except  the Family, who  used  to normally

adopt  carpenter's  rules,  Exceptionally the string  attached  to the clothes  were  sometimes  measured

with  Kujirajaku, still I tried to compare  dimmensions  of  the memorandum  
"Sunpoh

 Todomegaki"

with  those of  an  older  material,  but failed in knowing  when  Kujirajaku was  used  at first.
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